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出入口 

至 八幡台 

 

 調整池 

出入口 

◆木 更 津 市 霊 園 全 体 図 

（木更津市矢那３７１１番地） 
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B2 区 B3 区 

B4 区 

B1 区 

15 区 

トイレ 

既設部 

霊園管理事務所 

駐車場 

市道１３０号線（霊園参道線） 
１７区駐車場 
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「木更津市霊園内施設箇所図」

施設名称 図面表示

合葬式墓地

数量

1

1

1

1

20

2

線香火付場

ベンチ

喫煙場

東屋

古塔婆置場

ゴミ置場

屋外照明

2

門扉 5

トイレ

管理事務所

倉庫

水汲み場
（桶・柄杓置あり）

水汲み場
（桶・柄杓置なし）

駐車場

v

v
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木更津市霊園のご案内 令和８年４月 

 
［開園時間］ 

３月～１０月 午前 ８時 ３０分～午後 ６時 

春分の日（秋分の日）とその前後３日間 午前 ７時     ～午後 ６時 

８月１日～８月１６日  午前 ６時     ～午後 ７時 

１１月～２月  午前 ８時 ３０分～午後 ４時 ３０分 

※合葬式墓地の埋蔵・引取は、午前 ９時～午後 ４時です （１２/２９～１/３を除く） 

木更津市霊園 管理事務所 ： ０４３８（５２）０９８３ 

 

［交通］  

所在地：木更津市矢那３７１１ 

バス：ＪＲ木更津駅東口５番）乗り場発 ～ 鎌足中郷下車 徒歩２０分 

（かずさアーク・高倉観音下、草敷方面行） 

     タクシー：ＪＲ木更津駅東口から約２０分 

自家用車 ；駐車場、園内路上に駐車可 
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霊園案内板
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パーク方面へ→

請西東
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木更津市霊園
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・普通墓地

・芝生墓地
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木更津市霊園
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合葬式墓地  

（ １ ）  １つの施設に共同で焼骨を埋蔵する永代供養墓

です。 

（ ２ ）  承継や墓碑等の建立は必要ありません。 

（ ３）  管理手数料はかかりません。 

１．合葬式墓地の施設  

・  礼拝所（お墓参り、献花、焼香）  

・  納骨室（ １体用と２体用の納骨壇：使用許可から２０

年後まで、焼骨が埋蔵されます。）  

・  合葬室（使用許可から２０年を過ぎた後、焼骨はこち

らに埋蔵されます。）  

・  記名板（埋蔵届出者に交付するプレートを刻字後、

管理事務所に提出することで、記名板に掲示できま

す。刻字できる事項は、氏名、生年月日、死亡年月

日です。）  

２．埋蔵について  

（ １ ）埋蔵できる焼骨（申請者との関係）  

１ ）  ３親等以内の血族  

２）  配偶者  

３）  ２親等以内の姻族  

（ ２ ）埋蔵できる焼骨の容器（骨壷）の大きさ  

幅×奥行×高さが、２２ cm×２２ cm×２７ cm 以下  

３．合葬式墓地の使用許可申請  

（ １ ）以下の申請事項を決めて下さい。 

（使用許可後は変更できません）  

・  納骨壇の種類（１体用または２体用）  

・  埋蔵される者：申請する合葬式墓地へ  

の埋蔵予定者（焼骨）のこと 

・  記名板の使用の有無  

（ ２ ）許可申請に必要なもの 

・合葬式墓地使用許可申請書および添付書類  

・合葬式墓地使用料の納付  

※添付書類  

（ １ ）本市に引き続き２年以上住所を有し、かつ、本

市の住民基本台帳に記録されている者で焼骨を

所持している者が申込者の場合  

   １ ）合葬式墓地使用許可申請書  

   ２）添付書類  

①申込者の住民票  

②埋蔵する焼骨に係る火葬許可証の写し  

   ③申込者と焼骨の関係を証する書類（戸籍謄本

等）  

（ ２ ）生前に本市に２年以上住所を有し、かつ、本市

の住民基本台帳に記録されていた者の焼骨を所

持している者が申込者の場合  

   １ ）合葬式墓地使用許可申請書  

   ２）添付書類  

    ①埋蔵する焼骨に係る死亡者の住民票の除票の

写し等の生前の住所が確認できる書類  

    ②埋蔵する焼骨に係る火葬許可証の写し  

    ③申込者と焼骨の関係を証する書類（戸籍謄本

等）  

（ ３ ）一般墓地の使用権承継を承継した者で一般墓

地を返還し、かつ、焼骨を所持している者  

 １ ）合葬式墓地使用許可申請書  

２）添付書類  別途お問合せください。 

＜合葬式墓地使用料＞  

 1 体用納骨壇  ２体用納骨壇  

記名板あり ９ ０，０００円  １ ８ ０，０００円  

記名板なし ８０，０００円  １ ６ ０，０００円  

※ 別に記名板に掲示するプレートの刻字費用が 1 万

～ 1 万 5 千円程度掛かります。 

※ 使用許可申請時に、生活保護法による生活扶助

の受給を証する書類を合葬式墓地使用料減額申

請書に添えて提出することで、使用料の１ ０％の減

額を申請できます。 

４．合葬式墓地利用上の注意  

・  納骨壇への焼骨埋蔵時を除き、納骨室には入室で

きません。 

・  焼骨は、納骨壇に埋蔵している間は、使用者が

納骨壇を返還することで引取可能です。 

・  使用許可後２０年を過ぎ、合葬室に埋蔵された

焼骨は、返還できません。 

一般墓地（普通墓地、芝生墓地）  

・  使用者が墓碑を建立し、焼骨を埋蔵する  

永代供養墓です。  

・  将来にわたり承継して利用できます。 

１．普通墓地（３㎡～４８㎡） :使用する区画の 

周囲に、囲い（囲障）の設置が必要です。  

２ ．芝生墓地（ ３㎡） :墓碑、台石、拝石、香立て、花立

てのみを設置できます。  

３．一般墓地の使用許可申請  

許可申請に必要なもの  

・  一般墓地使用許可申請書および添付書類  

・  一般墓地使用料の納付  他に、管理手数料（毎年

１㎡あたり 800 円）の納付が必要です。  

※添付書類  

 １ ）  申請者の住民票（写）  

２）  火葬許可証（写）、または改葬許可証（写）  

（焼骨を所持している場合）  

３）  その他市長が必要と認める書類  

＜一般墓地使用料＞  

普通墓地  １ ３ ０，０００円／１㎡ （ ３ ９万円～）  

芝生墓地  １ ４５，０００円／１㎡ （ ４ ３万５千円）  

◎使用者の募集（一般墓地、合葬式墓地）  

・  使用者の募集は、本市に引き続き 2 年以上住所を

有し、本市の住民基本台帳に記録されている方を対

象に、公募等で行います。 

※  焼骨所持者については随時募集を行っています

（ただし、芝生墓地を除く）。 

・  合葬式墓地の使用許可は一般墓地の使用許可を

持たない方が対象です。 

・  公募等の内容は、市の広報およびホームページで公

表します。  

・  本書に記載の他、募集時に必要な条件を定める場

合があります。 

◎使用許可の申請ほか詳細のお問合せ先  

木更津市役所   環境部   生活環境課  

〒２９２‐０８３８  潮浜３―１  クリーンセンター内  

電話：０４３８（３６）１４３２   Fax：０４３８（３６ ）５３７４  
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木更津市霊園の使用を希望される方へ 
(ご案内) 

 

 

 

墓地の種類 大きさ 永代使用料 年間管理手数料 

普通墓地 

１.５平方メートル １９５,０００円 １,２００円 

２平方メートル ２６０,０００円 １,６００円 

３平方メートル ３９０,０００円 ２,４００円 

６平方メートル ７８０,０００円 ４,８００円 

１２平方メートル １,５６０,０００円 ９,６００円 

芝生墓地 ３平方メートル ４３５,０００円 ２,４００円 

（１）芝生墓地について 

① 普通墓地のように境界がありません。 

② 埋蔵は、付帯の納骨施設（カロート）を使用します。 

③ 墓碑、香立て及び花立ての建立となります。これ以外は設置できません。 

（２）永代使用料について 

① 永代使用料は、市が指定する期日までに一括で納入していただきます。この納入が確認

できてから、墓地使用許可証をお渡しします。 

（３）管理手数料について 

① 墓地使用許可を受けた場合は、許可日の属する月から月割り計算による管理手数料を納

めていただきます。 

② その後は、毎年４月に１年分の管理手数料の納付通知書を郵送しますので、銀行や郵便

局などで納めていただきます。 

（４）普通墓地の大きさについて 

① 普通墓地は、上記以外にも８㎡、２４㎡などの区画があります。これらの永代使用料も、

1 ㎡当たり 130,000 円です。また、年間の管理手数料は、1 ㎡当たり 800 円です。 

  （５）墓地の管理について 

①  墓地内の草刈り、掃除は使用者自身でお願いします。 

（通路の草刈りや園内の植栽の剪定は、市で行います。） 

    ② お墓参りの際のお供え物は、カラスに食い荒らされることが多いので、お帰りの際には

必ずお持ち帰りください。 

 

 

次の(1)・(２)の要件を全て満たしていることが必要です。 

（１）お骨を有する方（埋蔵・収蔵済のお骨を含む） 

（２）木更津市に２年以上住所を有する方 

なお、既に市霊園の墓地を有する方は、申請できません。また、墓地使用許可申請は、一世帯一

件の申請となっています。 

 

1 墓地の種類・大きさ・永代使用料・管理手数料 

2 墓地使用許可の対象となる方 

参考資料４ 
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（１）申請をされる方の住民票（続柄及び本籍の記載のあるもの）  

（２）現在抱えているご遺骨の死体(死胎)火葬許可証の写し  
（火葬終了後に渡された書類で、埋葬許可証となるもの）  

（３）申請をされる方と死亡された方との続柄のわかる戸籍の書類  

（４）申請をされる方の印鑑（認印） 

（５）その他市長が必要と認めるもの  

 

  

墓地を使用する（墓石の設置等を行う）場合の設備基準は、次のとおりです。 

(1)普通墓地の設備基準 

① 使用者は、使用場所の区画を明らかにするため、囲障を設けてください。 

② 使用者は、使用場所に墓碑（墓石）その他の設備を設ける場合は、次に掲げる基準によ

ってください。 

ア．墓碑（墓石）及びこれに類する設備の高さは、３ｍ以内とする。 

イ．盛土の高さは、35 ㎝以内とする。 

ウ．囲障の高さは、90㎝以内とし、周囲の土留工事等は、石又はコンクリートその他こ

れに類する材料を用い、崩壊しないよう施工しなければならない。 

エ．樹木の高さは、３ｍ以内とし、他人の墓地又は通路に枝が出ないものとする。 

オ．ア～エに規定する高さは、地盤面から設備の最高部までとする。 

 

 

【普通墓地の設備例】 

 

 

 

                                   
                                   

                                   

                                   

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 

 

 

                                  
                                   

 

※ 工事施工にあたっては、囲障は隣接墓地との境界から１～２㎝程度内側に設けて下さい。 

これは、隣同士がピッタリ付いていると、墓所の改修等に際して、隣の囲障等を毀損、

破損させる恐れがあり、これを避けるためです。 

 

3m 以内 

90 ㎝以内 

35 ㎝以内 

囲障 

盛土 

正面図 側面図 

墓
碑 

墓誌 

塔婆立 

○ 

○ 

家 

香立 

約 2m 約 3m 

3 墓地使用許可申請に必要な書類等 

4 墓地の設備基準 

塔婆立 

墓誌 
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(2)芝生墓地の設備基準 

使用者は、使用場所に墓碑（墓石）その他の設備を設ける場合は、次に掲げる基準によっ

てください。 

ア．墓碑（墓石）の形状は、角形を標準とする。 

イ．納骨施設（カロート及びカロートのふたを含む。）の現状を変更してはならない。 

ウ．台石の上に付設する墓碑（墓石）は１基とし、その高さは 65cm 以内とする。 

エ．台石及び拝石の大きさは納骨施設の範囲とし、その高さは 15cm 以内とする。 

オ．香立て及び花立ては１基又は１対とし、台石又は拝石の上に置かなければならない。 

カ．墓碑（墓石）、香立て及び花立て以外の設置は、一切してはならない。 

キ．ア～カに規定する高さは、納骨施設の表面から設備の最高部までとする 

 

 

 

【芝生墓地の設備例】 
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香立 

地面 

棚 棚 

蓋 蓋 蓋 

拝石 
台石 

墓碑 

15 ㎝以内 

65 ㎝以内 

既設納骨施設 
(幅 70×奥行 90×深さ 57 ㎝) 

花
立て 

正面図 側面図 

約 70 ㎝ 

問い合せ先 
木更津市役所 環境部生活環境課 
℡ 0438-36-1432 

約 90 ㎝ 

約 50 ㎝ 

花
立 

花
立て 
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木 更 津 市 霊 園 案 内 図 

木
更
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内
房
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アピタ 日石 

至千葉 至千葉 

至館山 至安房鴨川 

木更津南ｲﾝﾀｰ 

木更津
北ｲﾝﾀｰ 

館山自動車道 

ｱｸｱﾗｲﾝ
連絡道 

至千葉 

至川崎 

旧市役所 

君津中央病院 

R16 

R 
16 

R 
127 

矢那川 

ｺﾅｶ 

木更津市霊園 

木
更
津
総
合
高 

案
内
板 

ｾﾞﾈﾗﾙ 

ﾄﾖﾀ 

所在地：木更津市矢那 3711 番地    問い合せ先：木更津市役所環境部生活環境課 

0438－36－1432 生活衛生係直通 

交 通：木更津駅から約 10km 車で約 20 分 
    館山自動車道利用の場合＝木更津南インター下車し国道 127 号線を千葉方面⇒君津

中央病院を過ぎたら高架道路に乗らず、側道(左)に入る⇒トヨタ自動車先の信号(ｶﾞ
ｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ前)を左斜めに進行し、紳士服のコナカ前信号を右折⇒県道《木更津・末
吉線》 

国道 16 号線利用の場合＝千葉方面からは、ＧＳ先で側道(左)に入り、コイデカメラ
前信号を左折。 
館山方面からは、館山自動車道利用の場合を参照。 

 

GS 

ｺｲﾃﾞｶﾒﾗ ｺﾅｶ 

矢那川 

至千葉 
至千葉 

至館山 至館山 

至
木
更
津
駅 

 

原田橋 
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木更津市霊園合葬式墓地【随時申込案内】

【合葬式墓地とは】

◎平成２７年４月１日に供用を開始した木更津市霊園合葬式墓地は、ひとつの施設に共

同で焼骨を埋蔵する永代供養墓です。

◎近年、少子高齢化や核家族化に伴い墓地の承継や管理が困難となる方が増加していま

す。墓地使用者が承継をし、永代使用することを前提とした一般墓地に対して、合葬

式墓地は承継を伴わず、管理手数料もかからないため、近年のニーズに対応した墓地

です。また、承継者のいない方のほか経済的に不安のある方も利用しやすい墓地です。

◎納骨室には１体用と２体用の納骨壇があります。使用許可後２０年間は納骨壇に焼骨

を埋蔵し、その後地下の合葬室に移され他の焼骨と共に永年埋蔵されます。

１

合葬式墓地（全景） 礼拝所

納骨室（埋蔵時のみ入室できます。） 記名板

参考資料５



随時申込の要件等について

２

【随時申込の要件について】
◎以下の全ての条件に該当する方は随時申込を受け付けしています。

（１）申込者が以下のどちらかに該当する方
１）本市に引き続き２年以上住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている

者で焼骨を所持している者
２）生前に本市に２年以上住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていた者

の焼骨を所持している者
３）一般墓地の使用権を承継した者で一般墓地を返還し、かつ、焼骨を所持している者

（２）埋蔵されていない焼骨及び死体（胎）火葬許可証がお手元にあり、その焼骨のみの
埋蔵を目的とする方
※（１）の３)の方のみ墓地に埋蔵されていた焼骨の埋蔵目的も可。

（３）申込者とその焼骨との関係が以下に当てはまる方
１）配偶者
２）３親等以内の血族（養父、養母又は養子を含む）
３）２親等以内の姻族 ※血族や姻族についての解説は４ページをご覧ください。

【使用料について】

（１）埋蔵される焼骨分の使用料がかかります。
（２）記名板に掲示するステンレスプレートの刻字費用は、別途かかります。
（３）生活保護法による生活扶助を受給されている方は、使用料の１０％の減額申請ができ

ます。使用許可申請時に、合葬式墓地使用料減額申請書と生活扶助の受給を証明する
書類を提出してください。

（４）一般墓地の返還に伴う焼骨の埋蔵については、納骨壇を使用せず、合葬室（地下）に
直接埋蔵することができます。使用料等の詳細は別途お問合せください。

【埋蔵について】
（１）埋蔵できる焼骨の容器（骨壷）の条件

１）大きさ：幅×奥行×高さが、２２ｃｍ×２２ｃｍ×２７ｃｍ以下のもの
２）材 質：陶磁器等焼骨の埋蔵に適したもの
３）外 装：施していないこと
４）ひび等の破損や汚損がある骨壷は納骨壇に埋蔵できません。新しい骨壷に変更して

ください。
（２）骨壷には、油性マジック等で消えないように焼骨の方のお名前を記入してください。
（３）焼骨は、納骨壇に埋蔵している間は、納骨壇を返還することにより返還が可能です

が、使用許可後２０年を過ぎ、合葬室に埋蔵された焼骨は返還できません。

納骨壇 記名板あり 記名板なし

１体用 ９０，０００円 ８０，０００円

２体用 １８０，０００円 １６０，０００円



３

【申請方法について】
◎以下の申請事項を決めてください。※使用許可後に変更はできません。
（１）埋蔵予定者（焼骨）
（２）納骨壇の種類（１体用または２体用）※１体用、２体用共に焼骨のみ。
（３）記名板使用の有無
◎申込に必要な書類
（１）本市に引き続き２年以上住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されて

いる者で焼骨を所持している者が申込者の場合
１）合葬式墓地使用許可申請書
２）添付書類
①申込者の住民票
②埋蔵されることとなる焼骨に係る火葬許可証の写し
③申込者と焼骨の関係を証する書類（戸籍謄本等）

（２）生前に本市に２年以上住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されてい
た者の焼骨を所持している者が申込者の場合

１）合葬式墓地使用許可申請書
２）添付書類
①埋蔵されることとなる焼骨に係る死亡者の住民票の除票の写し等の生前の
住所が確認できる書類

②埋蔵されることとなる焼骨に係る火葬許可証の写し
③申込者と焼骨の関係を証する書類（戸籍謄本等）

（３）一般墓地の使用権承継を承継した者で一般墓地を返還し、かつ、焼骨を所持し
ている者

１）合葬式墓地使用許可申請書
２）添付書類 別途お問合せください。

◎合葬式墓地使用料の納付
使用許可内定時に使用料の納入通知書を送付します。使用料の納付が確認された方
から順に、合葬式墓地使用許可証と埋蔵届（様式）を郵送します。
※使用料は金融機関（銀行）にて一括納入してください。分割払いはできかねます
のでご注意ください。

※埋蔵をお急ぎの方は、納入通知書兼領収書を直接生活環境課へお持ちください。

【記名板について】
（１）記名板ありの方は使用許可決定後、埋蔵届を提出する際に、記名板に掲示する

ステンレスプレートをお渡しします。その際に木更津市内の名入れ（刻字）業
者一覧をお渡ししますので、業者をお選びの際に参考にしてください。

（２）ステンレスプレートに刻字できるのは、氏名・生年月日・死亡年月日のみです。
（戒名不可）

（２）刻字したステンレスプレートは、埋蔵日に霊園管理事務所に提出してください。
埋蔵日に間に合わない場合は、後日提出してください。

提出先

〒２９２－０８３８
木更津市潮浜３丁目１番地
クリーンセンター１階 木更津市役所
生活環境課



４

【「規則で定める関係」について】
「規則で定める関係」とは、以下のいずれかの関係にある方を意味します。

（１）配偶者
（２）３親等以内の血族(養父、養母または養子を含む）
（３）２親等以内の姻族

「３親等以内の血族・２親等以内の姻族」の範囲



手続きの流れ（申請～埋蔵）

５

① 申請に必要な書類

３ページに記載の「◎申込に必要な書類」を参照ください。
①使用許可の申請

②内定通知

③使用料の納付

② 内定通知送付
申請から１週間程度で使用許可内定通知と墓地使用料納入通知
書を送付します。お近くの金融機関（銀行）で一括納入してく

ださい。

③、④ 使用料を納付後、使用許可証を送付
金融機関にて納付後通常３週間程度で使用許可証、埋蔵届（様
式）、利用案内を送付します。

⑤埋蔵届の提出

埋蔵受付票
記名板プレートの受け渡し

④合葬式墓地
使用許可証の送付

⑤ 埋蔵届の提出には以下のものが必要です。
・埋蔵届
・合葬式墓地使用許可証
・死体火葬許可証の原本、又は改葬許可証の原本
※記名板ありの方は埋蔵届提出の際にステンレスプレート
をお渡しします。その際に木更津市内の名入れ（刻字）
業者の一覧をお渡ししますので、業者をお選びの際は参
考にしてください。

⑥ 埋蔵予約後、現地にて埋蔵
・受付票に記載のある霊園管理事務所へ電話で埋蔵の予約
をしてください。

・埋蔵日にプレートの刻字が間に合わない場合は別日にプ
レートの掲示をすることができます。

⑥埋蔵
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